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環 境 方 針 

１ 基本理念 
20世紀の飛躍的な科学技術の進展と経済の拡大により、私たちは、便利で豊かな生活を当然の

こととして享受しています。 
しかし、その一方で、大気汚染や廃棄物の大量産出をはじめ、温暖化や熱帯雨林の減少といっ

た地球規模での環境問題まで、人類の存在をも脅かしかねない深刻な問題が顕在化しています。 
「環境の世紀」といわれる21世紀を迎えた今、私たちは、これまでの大量生産・大量消費・大

量廃棄型の社会経済システムから脱却し、自然と共生した持続可能な循環型社会の実現をめざし、
経済システムやライフスタイルを変革していかなければなりません。 
こうした観点から、兵庫県では、廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化等の「５Ｒ」に配慮し

た生活の推進に取り組んでおり、また、環境と調和したまちづくりをめざす「ひょうごエコタウ
ン構想」、森・川・海を一体とした環境保全や環境再生に取り組む「ひょうごの森・川・海再生
プラン」やこれをフィールドとした環境教育などを推進するとともに、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の
排出基準を満たさないディーゼル車に対する運行規制を全国で初めて実施するなど、環境に関す
るさまざまな課題解決のための先進的、積極的な施策を展開しています。 
このような本県の現状を踏まえつつ、人と自然、人と社会、人と人との共生のきずなを強め、

共生と循環の中で、地球的視野のもとに、人と環境が適正な調和を保つことにより、将来の世代
や他の生物の生存を保障しつつ、持続的に発展することが可能な「共生と循環の環境適合型社会」
を基本目標とし、その達成に向け、県民、事業者、ＮＰＯ等と共に手を携え、参画と協働のもと
で、持続可能な循環型社会の実現による美しい兵庫づくりを進めてまいります。 

２ 基本戦略 
県は、基本理念をもとに、次に掲げる４つの基本戦略により環境政策を推進します。 

(1)「ひょうごエコ・ライフスタイル」の創造 
県民、事業者、行政が一体となって、環境学習・教育を通して、環境に対する意識を高め、

環境にやさしいライフスタイルを提案し、県民の共通認識として、新しい豊かさを持った、健
康で文化的で環境に配慮した「ひょうごエコ・ライフスタイル」を創造していきます。 

(2) 環境への取組が盛り込まれた社会経済システムの構築 
経済活動において、「環境の保全と創造」と「健全な経済活動」を併せて実現できる産業活

動システムを構築するとともに、環境への負荷の低減や環境の保全と創造に貢献する産業を育
成していきます。 

(3) 担い手の育成とパートナーシップの形成 
環境問題の多くが、県民個々の生活や事業活動に直接起因し、影響を与えるものであること

から、県民、事業者、行政が、環境問題について認識を深め、共有し、環境づくりの「担い手」
として役割を果たすとともに、環境コミュニケーションを構築し、各主体間のパートナーシッ
プを育成していきます。 

(4) 地域間、世代間の公平性の確保 
県内はもとより国内外のどの地域に住む人々も、また将来に生きる人々も、等しく快適な環

境のもとで暮らすことができるように、地域間、世代間において、優れた環境の恵みを公平に
享受できるしくみをつくります。 

３ 行動指針 
県は、環境マネジメントシステムを構築し、以下の指針に基づき、実施、運用を行うことで、

基本戦略に基づく環境政策を効果的に推進するとともに、自ら大規模な事業者かつ消費者として、
温室効果ガス排出量削減に関する京都議定書の約束を履行するために果たすべき役割等を率先し
て担うべく、事業実施にあたっての環境負荷の低減、環境の保全等に積極的に取り組むこととし
ます。 
(1) 次に掲げる取組について、環境目的及び目標を定め、その達成に全力を挙げます。 
①「新兵庫県環境基本計画」に基づく施策の推進 
②オフィス活動、公共事業等、県庁舎で行う事務・事業活動によって生じる環境負荷の低減 

(2) 環境目的及び目標を定期的に見直し、継続的な改善を図ります。 
(3) 環境に関する法令等の遵守にとどまらず、積極的に環境汚染の未然防止に努めます。 
(4) この環境方針を、職員等に周知するとともに、教育、研修及び啓発を行い、職員等の環境保
全に向けた意識の向上に努めます。 

(5) この環境方針を、広く一般に公表します。 
 

平成１７年２月１８日           兵庫県知事 井 戸 敏 三 



環境率先行動計画（ステップ５）の取組結果（令和元年度）

（　）上段は基準年度に対する割合、下段は削減の割合を示している。

温室効果ガス排出量（t-CO2）

基準値 実績 最終目標
(平成25年度) (令和元年度) (令和２年度)
96,652 94,974 91,432
(100%) (98.3%) (94.6%)

(▲1.7%) (▲5.4%)
51,007 55,251 48,253
(100%) (108.3%) (94.6%)

(＋8.3%) (▲5.4%)
54,950 53,761 51,983
(100%) (97.8%) (94.6%)

(▲2.2%) (▲5.4%)
207,178 192,561 195,990

(92.9%) (94.6%)
(▲7.1%) (▲5.4%)

409,787 396,547 387,659
(100%) (96.8%) (94.6%)

(▲3.2%) (▲5.4%)

基準値 実績 最終目標
(平成26年度) (令和元年度) (令和２年度)
1,787 1,577 1,608
(100%) (88.2%) (95.0%)

(▲11.8%) (▲5.0%)
2,239 2,295 2,127
(100%) (102.5%) (95.0%)

(+2.5%) (▲5.0%)
1,222 1,164 1,161
(100%) (95.2%) (95.0%)

(▲4.8%) (▲5.0%)
5,248 5,036 4,986
(100%) (96.0%) (95.0%)

(▲4.0%) (▲5.0%)

基準値 実績 最終目標
(平成26年度) (令和元年度) (令和２年度)
292,164 275,260 262,948
(100%) (94.2%) (90.0%)

(▲5.8%) (▲10.0%)
43,757 58,138 29,381
(100%) (132.9%) (90.0%)

(+32.9%) (▲10.0%)
79,052 83,180 71,147
(100%) (105.2%) (90.0%)

(＋5.2%) (▲10.0%)
414,973 416,578 373,476
(100%) (100.4%) (90.0%)

(＋0.4%) (▲10.0%)

基準値 実績 最終目標
(平成26年度) (令和元年度) (令和２年度)

7.49 7.03 7.49
(100%) (93.9%) (100%)

(▲6.1%) 0.00%
120.73 107.73 120.73
(100%) (89.2%) (100%)

(▲10.8%) 0.00%
40.71 31.19 40.71
(100%) (76.6%) (100%)

(▲23.4%) 0.00%
12.84 11.86 12.84
(100%) (92.4%) (100%)

(▲7.6%) 0.00%
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